
FSSC 22000 のスキームオーナーである FSSC 財団は、認証組織やその取引先からの要望に応えるための
新たな取り組みとして複数の「アデンダム」（Addendum：補遺）を開発しました。　　　　　

アデンダム（Addendum）プログラム

現在 PJR では以下の 2 つのアデンダム（Addendum）審査対応が可能です

■ FSSC アデンダム（Addendum）シリーズについて

■ FSSC HAVI 
   GQSR（Global Quality &Safety Requirements )
  Addendum
マクドナルドの包装材納入事業者に対する
二者監査を全世界的に実施している HAVI 
GQFR の要求事項を FSSC 22000 に加え検
証するものです。

■ FSSC FSMA 
   PCHF Addendum

FDA 発行の米国食品安全強化法（FSMA）の根幹
部分である PCHF（ヒト向け食品に対する予防コ
ントロール )と FSSC 22000 の要求事項のギャッ
プを FSSC 審査時に同時に検証するものです。

Addendum 対象 検証の証拠と
利用先 検証頻度 備考・注意点

FSMA PCHF

HAVI GQSR

米国向け
食品製造事業者

検証報告書
検証実施証明書
(FSMA PCHFの
 文言使用不可）
○利用者
   ● 対米輸出商社
    ● 米国内
　   インポーター
    ● 米国内GMS など

○ 米国輸出製品に
　 限定して

○ FDA監査の代替
     とはならない

○ FSMA PCHF 
     Addendum単体
     では検証不可

検証報告書
○ 利用者
    ● マクドナルド
       食品包材
       製造事業者

スポット
継続いずれも可

マクドナルドとの
契約がある限り
継続検証
(再び二者監査を受け
入れるのであれば
スポット可)

○ マクドナルド納入
　 製品限定検証

マクドナルド
包装資材
納品事業者
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■PJR アデンダム（Addendum）
     検証プログラム

PJRでは FSSC アデンダム（Addendum）シリー
ズの検証を提供しています。
PJRでは、みなさまのご要望にお応えすべく
FSSC FSMA PCHF と FSSC HAVI GQSR のアデン
ダム（Addendum）シリーズについて、みなさ
まが認証されている FSSC 認証審査と同時に検
証を実施します。どの審査のタイミングでも実
施可能です。詳しくは営業担当者にお問い合わ
せください。

東 京 本 社  
〒150-0012　東京都渋谷区広尾 1-1-39　恵比寿プライムスクエアタワー 9F TEL 03-5774-9510 FAX 03-5774-9511
札 幌 支 店  TEL 011-252-1810  仙 台 支 店  TEL 022-212-2354 FAX 022-224-5358
名古屋支店 TEL 052-957-5720 FAX 052-962-7523 大 阪 支 店  TEL 06-6940-2671 FAX 06-6940-2673
広 島 支 店  TEL 082-502-7232 FAX 082-221-0137 福 岡 支 店  TEL 092-287-9566
米国本社 ／ 海外支店　カナダ、メキシコ、イギリス、イタリア、中国、タイ、インド
https://www.pjr.jp

ペリージョンソン ホールディング 株式会社
ペリージョンソン レジストラー

2024. 10

アデンダム（Addendum）シリーズ　　             　 　 （差分要求事項概要）

HAVI GQSR AddendumFSMA PCHF Addendum

食品安全追加要求＋
コンプライアンス＋品質管理要求

要求事項

○ 経営層のコミットメント
○ リスクマネジメント
○ マテリアルコンプライアンス

○ 製造データの収集 /提出
○ フォーミュラ、材料、施設、
　 またはプロセスの変更通知
○ 顧客商標のある材料の廃棄
○ 力量、認識、教育・訓練
○ メディカルスクリーニング/
 　衛生

品質マネジメント

○ 品質改善計画
○ 仮改善計画FSSC 22000

要求事項

FSSC 22000
要求事項

食品安全に関する差分要求が中心

○ 食品安全計画の作成

○ 現行適正製造規範の
  構築運用

○ P C Q I資格者の育成

予防コントロールの
重要ポイント

○ プロセスコントロール

○ アレルゲン

○ サニテーション

○ サプライチェーン

検証をご希望のアデンダム（Addendum）検証の申請

FSSCとの統合お見積書の提示

FSSC アデンダム（Addendum）検証 審査の実施

検証報告書のご提示

※アデンダム（Addendum）検証は単独での検証実施はできません。
※FSSC 審査を現在ほかの審査機関で認証中のお客様は、PJR に
　FSSC 審査の移転を行っていただくことが条件となります。

製品及びプロセス管理


